
 

 

・日本放送協会に対する令和５年度国際放送等実施要請

（R5.3.23 諮問、R5.3.24 答申） 

・日本放送協会令和６年度収支予算、事業計画及び資金計

画に付する総務大臣の意見（R6.2.7 諮問、答申） 

・日本放送協会に対する令和６年度国際放送等実施要請

（R6.3.15 諮問、答申） 

 

  

 

 

統計委員会 

 

主管省及び庶務担当部局課 総務省統計委員会担当室（主管省）、

内閣府大臣官房企画調整課（庶務協力） 

 電話番号 (03)5273-2134（総務省）､(03)6257-1390（内閣府） 

ホームページ 

 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/toukei/index.html 

根 拠 法 令 統計法第 44 条 

設 置年月日 平成 19 年 10 月 1 日 

所 掌 事 務  

１．総務大臣の諮問に応じて統計及び統計制度の発達及び改善

に関する基本的事項を調査審議すること 

２．１に掲げる事項に関し、総務大臣に意見を述べること 

３．公的統計の整備に関する基本的な計画の案の作成又は変

更、基幹統計の指定又は指定の変更若しくは解除、基幹統計

調査の実施又は変更若しくは中止、基幹統計調査の変更又は

中止の求め、統計調査以外の方法により基幹統計を作成する

場合においてその方法を改善する必要があると認めるときの

意見、統計基準の設定又は変更若しくは廃止、基幹統計調査

を円滑に行うためその他基幹統計を作成するため必要がある

と認めるときの協力の要請、政令及び省令の制定又は改廃が

あるとき、又は統計法の施行の状況の報告があったとき、総

務大臣に意見を述べること 

４．公的統計の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を
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図るため必要があると認めるとき、総務大臣又は総務大臣を

通じて関係行政機関の長に勧告すること 

５．国民経済計算の作成基準の決定又は変更があるとき、内閣

総理大臣に意見を述べること 

６．基幹統計調査に係る匿名データの作成があるとき、行政機

関の長に意見を述べること 

７．統計法の施行の状況の報告があったとき、関係行政機関の

長に意見を述べること 

８．その他統計法の規定によりその権限に属させられた事項を

処理すること 

分科会等＜分科会＞ 評価分科会 

    ＜部 会＞ 企画部会、国民経済計算体系的整備部会、

人口・社会統計部会、産業統計部会、サービス統計・企

業統計部会、統計基準部会、統計制度部会、統計作成

プロセス部会、デジタル部会 

委員＜定数＞ 13 人以内（学識経験者） 

＜任期＞ ２年 

     うち常勤 なし 

  ＜氏名＞  會田 雅人（滋賀大学データサイエンス・AIイノベー

ション研究推進センター特任教授） 

○清原 慶子（杏林大学客員教授） 

   久我 尚子（株式会社ニッセイ基礎研究所生活 

研究部上席研究員） 

佐藤 香（東京大学社会科学研究所教授） 

白塚 重典（慶應義塾大学経済学部教授） 
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図るため必要があると認めるとき、総務大臣又は総務大臣を

通じて関係行政機関の長に勧告すること 

５．国民経済計算の作成基準の決定又は変更があるとき、内閣

総理大臣に意見を述べること 

６．基幹統計調査に係る匿名データの作成があるとき、行政機

関の長に意見を述べること 

７．統計法の施行の状況の報告があったとき、関係行政機関の

長に意見を述べること 

８．その他統計法の規定によりその権限に属させられた事項を

処理すること 

分科会等＜分科会＞ 評価分科会 

    ＜部 会＞ 企画部会、国民経済計算体系的整備部会、

人口・社会統計部会、産業統計部会、サービス統計・企

業統計部会、統計基準部会、統計制度部会、統計作成

プロセス部会、デジタル部会 

委員＜定数＞ 13 人以内（学識経験者） 

＜任期＞ ２年 

     うち常勤 なし 

  ＜氏名＞  會田 雅人（滋賀大学データサイエンス・AIイノベー

ション研究推進センター特任教授） 

○清原 慶子（杏林大学客員教授） 

   久我 尚子（株式会社ニッセイ基礎研究所生活 

研究部上席研究員） 

佐藤 香（東京大学社会科学研究所教授） 

白塚 重典（慶應義塾大学経済学部教授） 

 

 

○菅 幹雄（法政大学経済学部教授） 

◎○椿 広計（大学共同利用機関法人情報・システム研究

機構理事、統計数理研究所長） 

○津谷 典子（慶應義塾大学教授） 

 富田 敬子（常磐大学・常磐短期大学学長） 

○櫨 浩一（学習院大学経済学部経済経営研究所客員所員） 

○福田 慎一（東京大学大学院経済学研究科教授） 

二村 真理子（東京女子大学現代教養学部教授） 

松村 圭一（株式会社第一生命経済研究所常務取締役 

経済調査部長） 

 

 

諮問・答申事項等  

  ・建築着工統計調査の変更について（R4.4.20 諮問、R4.4.20 答

申） 

 ・平成 30 年住宅・土地統計調査に係る匿名データの作成につい 

  て（R4.5.27 諮問、R4.5.27 答申） 

 ・公的統計の総合的な品質向上に向けて（R4.8.10 統計委員会

建議） 

 ・住宅・土地統計調査の変更について（R4.11.30 諮問、R5.1.25

答申） 

 ・法人土地・建物基本調査の変更について（R4.11.30 諮問、

R5.1.25 答申） 

 ・医療施設調査の変更について（R4.12.21 諮問、R5.2.21 答申） 

 ・患者調査の変更について（R4.12.21 諮問、R5.2.21 答申） 

－ 109 －

総
務
省



 

 

 ・漁業センサスの変更について（R4.12.21 諮問、R5.2.21 答申） 

 ・公的統計の整備に関する基本的な計画の変更について（R5.2.1

諮問、R5.3.7 答申） 

 ・経済産業省企業活動基本調査の変更について（R5.3.23 諮問、

R5.3.23 答申） 

 ・経済センサス‐基礎調査の実施及び経済構造実態調査の変更

について（R5.3.23 諮問、R5.6.16 答申） 

 ・日本標準産業分類の変更について（R5.3.23 諮問、R5.6.16 答

申） 

 ・商業動態統計調査の変更について（R5.4.28 諮問、R5.6.16 答

申） 

 ・農林業センサスの変更について（R5.5.30 諮問、R5.8.21 答申） 

 ・令和６年度における統計リソースの重点的な配分に関する建

議（R5.5.30 統計委員会建議） 

 ・全国家計構造調査の変更について（R5.6.16 諮問、R5.8.21 答

申） 

 ・港湾調査の変更について（R5.7.26 諮問、R5.9.27 答申） 

 ・学校基本調査の変更について（R5.8.21 諮問、R5.9.27 答申） 

 ・国民生活基礎調査に係る匿名データの作成について（R5.8.15

諮問、R5.8.21 答申） 

 ・サービス産業動態統計の指定及びサービス産業動態統計調査

の承認について（R5.10.27 諮問、R5.12.13 答申） 

 ・社会教育調査の変更について（R5.10.27 諮問、R5.12.13 答申） 

 ・令和 2 年国勢調査に係る匿名データの作成について（R5.11.24

諮問、R5.11.29 答申） 
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 ・漁業センサスの変更について（R4.12.21 諮問、R5.2.21 答申） 

 ・公的統計の整備に関する基本的な計画の変更について（R5.2.1

諮問、R5.3.7 答申） 

 ・経済産業省企業活動基本調査の変更について（R5.3.23 諮問、

R5.3.23 答申） 

 ・経済センサス‐基礎調査の実施及び経済構造実態調査の変更

について（R5.3.23 諮問、R5.6.16 答申） 

 ・日本標準産業分類の変更について（R5.3.23 諮問、R5.6.16 答

申） 

 ・商業動態統計調査の変更について（R5.4.28 諮問、R5.6.16 答

申） 

 ・農林業センサスの変更について（R5.5.30 諮問、R5.8.21 答申） 

 ・令和６年度における統計リソースの重点的な配分に関する建

議（R5.5.30 統計委員会建議） 

 ・全国家計構造調査の変更について（R5.6.16 諮問、R5.8.21 答

申） 

 ・港湾調査の変更について（R5.7.26 諮問、R5.9.27 答申） 

 ・学校基本調査の変更について（R5.8.21 諮問、R5.9.27 答申） 

 ・国民生活基礎調査に係る匿名データの作成について（R5.8.15

諮問、R5.8.21 答申） 

 ・サービス産業動態統計の指定及びサービス産業動態統計調査

の承認について（R5.10.27 諮問、R5.12.13 答申） 

 ・社会教育調査の変更について（R5.10.27 諮問、R5.12.13 答申） 

 ・令和 2 年国勢調査に係る匿名データの作成について（R5.11.24

諮問、R5.11.29 答申） 

 

 

 ・作物統計調査の変更について（R5.12.13 諮問、R6.3.11 答

申） 
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